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四日市市規則第３７号 

四日市市保育所入所に関する規則の一部を改正する規則 

四日市市保育所入所に関する規則（平成２６年四日市市規則第５０号）の一部を次

のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（入所の承諾等） （入所の承諾等） 

第６条 所長は、入所を決定した児童ご

とに保育児童台帳（第２号様式）を作

成するとともに、保護者に対して入所

承諾書（第３号様式）を交付し、併せ

て入所保育所に対して保育児童台帳及

び入所承諾書の掲載内容を通知するも

のとする。 

第６条 所長は、入所を決定した児童ご

とに保育児童台帳（第２号様式）を作

成するとともに、保護者に対して保育

所入所承諾書（第３号様式。年度途中

入所の場合にあっては、第３号様式の

２。以下「入所承諾書」という。）を

交付し、併せて入所保育所に対して保

育児童台帳及び入所承諾書の掲載内容

を通知するものとする。 

  

 （延長保育の実施の申込み）  （延長保育の実施の申込み） 

第８条 保育の実施を決定された児童に

ついて、四日市市立保育所条例施行規

則（昭和２６年四日市市規則第９号）

第４条第３項に規定する延長保育（以

下「延長保育」という。）の実施を希

望する保護者（以下「延長保育申込

者」という。）は、延長保育申込書

（第５号様式）を所長に提出しなけれ

ばならない。 

第８条 保育の実施を決定された児童に

ついて、四日市市立保育所条例施行規

則（昭和２６年四日市市規則第９号）

第４条の２に規定する延長保育（以下

「延長保育」という。）の実施を希望

する保護者（以下「延長保育申込者」

という。）は、延長保育申込書（第５

号様式）を所長に提出しなければなら

ない。 

 第３号様式を次のように改める。 





 第３号様式の２を削る。 



 第９号様式を次のように改める。 

 





附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の四日市市保育所入所に関する規則の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市保育所入所に関する規則の

相当規定によりなされたものとみなす。 

（こども未来部保育幼稚園課） 


